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１　人口と世帯数の推移 各年度４月１日現在

年　　　　　度 人　　　　口（人） 世　　帯　　数（世帯）

平成25年度 83,681 32,556

平成26年度 83,893 32,901

平成27年度 83,882 33,150

平成28年度 84,483 33,525

平成29年度 84,309 33,899

平成30年度 84,039 34,195

令和元年度 84,411 34,779

令和2年度 84,396 35,281

令和3年度 83,478 34,852

令和4年度 83,210 35,010

令和5年度 83,100 35,435

※上記の人口と世帯数は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳と外国人

　登録の増減を加減して推計されたものです。

図 1　人口の推移（各年度、４月１日現在の数値）（単位：人）
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２　清掃事業の沿革
　 区分

年
し　　尿 ご　　み 全　　般

昭和38年度 三町（海老名・座間・綾瀬）で一部事
務組合高座三町清掃処理組合（現：高
座清掃施設組合）設立（12月）

昭和39年度 町内に三社の自営収
集業者が発足

綾瀬町清掃条例施行

昭和41年度 人口密集地における
収集を試験的に開始
混合収集 1回/週

（処理組合）
し尿処理施設嫌気性消化活性汚泥法処
理方式80㎘/日（11月）

昭和42年度 広域行政（高座三町
清掃処理組合）によ
る収集事業の直営化

早川地区を除く全域
収集の開始
可燃ごみ 2回/週
不燃ごみ 1回/週

（処理組合）
ごみ処理施設固定バッチ炉 50t/日

昭和43年度 全域収集開始
昭和44年度 収集部門のみ各町に

分離（10月）
昭和46年度 可燃ごみ 3回/週

不燃ごみ 2回/週
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行
（処理組合）
ごみ処理施設全連動焼却炉 120t/日
（7月）
高座清掃施設組合に名称変更（11月）

昭和47年度 （処理組合）
し尿処理施設嫌気性消化活性汚泥法処
理方式150㎘/日（3月）

綾瀬町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例の施行（7月）

昭和48年度 全車にホース自動巻
取機を装着
作業能率低下対策と
して市内本蓼川に中
継所を設け中継方式
採用

昭和49年度 （施設組合）ごみ処理施設
粗大ごみせん断破砕（併用）方式
50t/5H（3月）

昭和51年度 し尿処理手数料改正
人頭（1人）･従量
（36ℓ）50円→100円

昭和52年度 作業能率低下対策と
して市内本蓼川に中
継所を設け中継方式
採用

（施設組合）
ごみ処理施設全連続流動床焼却炉
120t/日（10月）

昭和53年度 手数料一部改正
昭和54年度 不燃ごみ　1回/週
昭和57年度 （施設組合）

し尿処理施設改造 120㎘/日・170㎘/
日（3月）
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　 区分

年
し　　尿 ご　　み 全　　般

昭和59年度 寺尾自治会4・5区を
モデル地区に定め資
源化分別収集を導入
（2月）1回/3週

（施設組合）
ごみ処理施設全連続流動床焼却炉
150t/日（3月）

昭和60年度 寺尾自治会で段階的
に資源化分別収集を
導入（7月）

昭和61年度 資源化分別収集導入
蓼川･綾西自治会（2
月）
大上自治会（4月）
小園自治会（10月）
上土棚自治会（11
月）

昭和62年度 資源化分別収集導入
吉岡・早川自治会（1
月）
落合･中村自治会（11
月）

公共下水道一部供用開始

昭和63年度 交通事情の悪化によ
り中継方式廃止

上深谷自治会（1月）
を最後に市内全域資
源化分別収集導入

平成元年 公共下水道の普及に
より収集体制の見直
しを図る。（5地区割
を4地区割に変更）

（施設組合）
し尿処理施設改造　110㎘/日
浄化槽汚泥処理施設改造　130㎘/日
（3月）

平成 2年度 アルミ、紙類資源化
分別収集開始
交通事情の悪化によ
り中継方式廃止

平成 3年度 再生資源の利用の促進に関する法律施
行
廃棄物の処理及び清掃に関する法律改
正

平成 4年度 牛乳パック資源化分
別収集開始

（施設組合）
ごみ処理施設全連続流動床焼却炉
200t/日（3月）

平成 6年度 公共下水道の普及に
より収集体制の見直
しを図る。（4地区割
を3地区割に変更）

平成 7年度 粗大ごみコール制導
入

容器包装に係る分別収集及び再商品化
の促進等に関する法律施行

平成10年度 透明・半透明ごみ袋
導入
ペットボトル資源化
分別収集開始

（施設組合）
高座清掃施設組合廃棄物処理手数料改
定（4/1～ 1kgにつき18円←15円）

平成12年度 リサイクルプラザ開設（7月）
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　 区分

年
し　　尿 ご　　み 全　　般

平成13年度 家電リサイクル法施行に伴い家電四品
目（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵
庫）を引取り対象外品とする。

平成14年度 ミックスペーパー保
管袋を作成し分別の
徹底を図る。（7月）
容器包装プラスチッ
ク分別収集開始（11
月）

平成15年度 容器包装プラスチッ
ク・ペットボトルを
週1回収集に変更（8
月）

パソコンメーカーによるリサイクルシ
ステム開始
家庭系パソコンを引取り対象外品とす
る。
（施設組合）
高座清掃施設組合廃棄物処理手数料改
定（4/1～ 1kgにつき21円←18円）

平成16年度 二輪車メーカーによるリサイクルシス
テム開始
オートバイを引取り対象外品とする。

平成17年度 廃棄物処理手数料
（粗大ごみ）改定
（12月）（戸別回収
500→700円/セット
直接搬入 無料→300
円/セット）
粗大ごみ・資源物直
接搬入変更
（火～日→火～土
2tを超える車及び営
業ナンバー車の搬入
規制）

市長による緊急アピール
『あやせカワセミ大作戦』(9月)
カラス対策用黄色ネット（70g）配付
資源とごみの分け方・出し方（分別ガ
イド）全戸配付
生ごみ水切り容器全戸配付
雨水樽設置（リサイクルプラザ）

平成18年度 収集体制変更（4月）
可燃ごみ週3回→週2
回（祝日を含む）
資源物・不燃物2週1
回→週1回
ペットボトルの回収
を資源物・不燃物の
日に変更

資源回収事業助成金実施（衛生指導員
報酬と奨励金の一本化）
綾瀬市家庭ごみ減量推進会議発足（7
月）
3R推進月間（10月）
緑のカーテン（アサガオ）設置

平成19年度 生ごみ処理容器設置費補助見直し
まち美化パトロール開始（7月）
綾瀬市家庭ごみ減量推進会議提言書
（家庭系可燃ごみ50％減量施策）市長
へ提出（9月）
廃棄物の減量を進める庁内横断会議設
置（10月）
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　 区分

年
し　　尿 ご　　み 全　　般

平成20年度 綾瀬ロータリークラ
ブから清掃ダンプの
寄贈を受ける。(5
月）
中村地区をモデルと
した『可燃ごみ減量
化事業』開始（7月）

3R推進ポスター・ごみの減量とリサイ
クルＰＲキャラクターの募集（8月）
カワセミマーケット開催（10月）
カワセミ新聞創刊（1月）
資源とごみの分け方・出し方（ガイド
ブック）を改訂し全戸配布（3月）

平成21年度 『可燃ごみ減量化事
業』市内全域開始（4
月）

機構改革により｢リサイクルプラザ｣と
なる。（4月）
綾瀬市廃棄物減量化・資源化推進市民
会議提言書（ごみの減量のさらなる取
り組みへ向けて）市長へ提出（9月）
ツカエルフェア（再利用可能な家具類
の展示・販売）開始
家具類補修教室開始
外国語版（9か国語）ごみカレンダー
作成・配布（6月）
多量排出事業者への減量化資源化指導
開始

平成22年度 市内２箇所のマンションをモデル地区
として生ごみの分別収集及び大型生ご
み処理機による堆肥化を開始（10月）

高座清掃施設組合廃棄物処理手数料改
定（7/1～ 1kgにつき25円←21円）

平成23年度 ルール違反搬出の抑制を図るため、移
動式監視カメラ１台を導入し、自治会
からの要望に応じて１か月単位で収集
所に設置（12月）

平成24年度 ひとり暮らし高齢者等のごみ個別収集
を開始（9月）
資源とごみの分け方・出し方(ガイド
ブック)を改訂し全戸配布（3月）
外国人向け資源とごみの分け方・出し
方（9か国語ガイド）を作成し対象者
に郵送(3月)

平成25年度 おもちゃの病院開始（10月）
GPS追跡システムによる資源物持ち去
り防止対策の実施(11月）
特定防衛周辺整備調整交付金事業開始
(1月)

平成26年度 （施設組合）水処理施設　48㎘/日

平成27年度 ごみ出しのルール違反禁止看板配付
カラス対策用黄色ネット（180g）配付
事業系一般廃棄物多量排出事業者コン
サルタント同行調査事業開始(1月)
大型生ごみ処理機による堆肥化モデル
事業終了(3月)

平成28年度 木製家具類等資源化事業開始(8月)
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　 区分

年
し　　尿 ご　　み 全　　般

平成29年度 プラスチック収集を
直営から委託に変更
（4月）

ツカエルフェアを年4回から年2回に変
更

平成30年度 （施設組合）ごみ処理施設全連続流動
床焼却炉 150t/日、200t/日　廃止
（平成31年3月）

令和元年度 ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」配
信開始（6月）
羽毛布団資源化事業開始（6月）
布団資源化事業開始(7月)
（施設組合）
新処理施設稼働（4月）
高効率ごみ発電施設（ストーカ炉+灰
資源化方式）122.5ｔ/日×2炉＝245ｔ
/日
マテリアルリサイクル施設14ｔ/5ｈ
環境プラザ開館

令和2年度 リネットジャパンと協定締結(1月)
リサイクル推進店制度開始(3月)

令和3年度 納付書封筒に分別啓発文を印字(6月）
市封筒に分別啓発文を印刷(7月）
草類の分離回収を試験的に実施(7月）
一部地域で、可燃ごみ置場への分別啓
発ポスターの掲示(7月）
コミュニティバス車内に分別啓発ポス
ターを掲示(8月）
「ボトルtoボトルリサイクル事業」サ
ントリーグループと協定締結(8月）
未利用食品回収開始(3月）
ツカエルフェアを抽選販売から先着販
売に変更して実施(3月）

令和4年度 草木枝の分別回収実施(7月)
ごみ収集補助業務委託開始(労働者派
遣
契約)(6月)
雑がみ回収促進袋全戸配布(1月)

令和5年度 株式会社マーケットエンタープライズ
の「おいくら」と協定締結（10月）
雑がみ回収促進袋全戸配布(1月)
ごみ収集所ネットボックス補助金制度
開始（8月）
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　収集作業員 各年度４月１日現在（単位：人）

し尿
環境整備員 環境整備員 再任用職員 会計年度任用職員

昭和41年度 3
昭和42年度 6
昭和43年度 6
昭和44年度 10
昭和45年度 13
昭和46年度 19 17
昭和47年度 20 19
昭和48年度 17 23
昭和49年度 17 23
昭和50年度 17 23
昭和51年度 17 23
昭和52年度 17 23
昭和53年度 17 23
昭和54年度 17 32
昭和55年度 17 32
昭和56年度 17 32
昭和57年度 17 33
昭和58年度 17 33
昭和59年度 16 34
昭和60年度 16 34
昭和61年度 16 34
昭和62年度 16 34
昭和63年度 15 34
平成元年度 14 35
平成2年度 13 35
平成3年度 12 35
平成4年度 11 35
平成5年度 11 35
平成6年度 11 36
平成7年度 10 36
平成8年度 10 36
平成9年度 10 36
平成10年度 10 36
平成11年度 10 36
平成12年度 9 36
平成13年度 8 35
平成14年度 6 36
平成15年度 6 36
平成16年度 6 36
平成17年度 5 38
平成18年度 5 37
平成19年度 5 32 4 6
平成20年度 5 29 6 9
平成21年度 5 28 7 10
平成22年度 4 29 2 17
平成23年度 4 29 2 10
平成24年度 4 29 2 10
平成25年度 4 28 0 10
平成26年度 4 28 1 10
平成27年度 4 28 1 10
平成28年度 4 27 1 10
平成29年度 4 23 3 10
平成30年度 4 23 3 10
令和元年度 4 19 7 7
令和2年度 4 19 7 7
令和3年度 3 18 7 7
令和4年度 3 15 8 7

令和5年度 3 13 6 7

ごみ
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　車両管理 各年度４月１日現在（単位：台）

軽ダンプ

2ｔ 3ｔ 4ｔ

昭和41年度 1 1
昭和42年度 2 2
昭和43年度 2 2
昭和44年度 3 3
昭和45年度 4 4
昭和46年度 6 1 6 13
昭和47年度 8 1 4 13
昭和48年度 7 4 3 4 18
昭和49年度 7 4 3 4 18
昭和50年度 7 4 3 4 18
昭和51年度 7 4 3 4 18
昭和52年度 7 4 3 4 18
昭和53年度 7 4 3 4 18
昭和54年度 9 3 7 2 5 2 28
昭和55年度 9 3 7 2 5 2 28
昭和56年度 9 3 7 2 5 2 28
昭和57年度 9 3 8 2 5 2 29
昭和58年度 9 3 8 2 5 2 29
昭和59年度 7 4 9 2 5 3 30
昭和60年度 7 4 9 2 5 3 30
昭和61年度 7 4 9 2 5 3 30
昭和62年度 7 4 9 2 5 3 30
昭和63年度 7 3 9 2 5 3 29
平成元年度 7 3 9 2 5 3 29
平成2年度 6 2 11 3 4 3 29
平成3年度 6 1 12 3 4 1 27
平成4年度 5 1 13 3 4 1 27
平成5年度 5 1 13 3 4 1 27
平成6年度 5 1 14 3 4 1 28
平成7年度 5 1 14 3 4 1 28
平成8年度 5 1 15 2 4 1 28
平成9年度 5 1 15 2 4 1 28
平成10年度 5 1 15 2 4 1 28
平成11年度 5 1 15 2 4 1 28
平成12年度 5 1 15 2 1 1 3 28
平成13年度 4 1 14 2 1 1 1 3 27
平成14年度 3 1 12 2 2 1 1 1 2 1 26
平成15年度 3 1 10 0 5 1 0 1 2 1 24
平成16年度 3 1 8 0 6 1 0 1 1 2 1 24
平成17年度 2 1 5 0 9 1 0 1 1 2 1 23
平成18年度 1 1 5 0 9 1 0 1 1 2 1 22
平成19年度 2 1 5 0 9 1 0 1 1 2 1 23
平成20年度 2 1 5 0 9 1 0 1 1 1 2 1 24
平成21年度 2 1 5 0 9 1 0 1 1 1 2 1 24
平成22年度 2 1 3 1 0 9 1 0 1 1 1 2 2 24
平成23年度 2 0 3 3 0 7 1 0 1 1 1 2 1 22
平成24年度 2 0 5 5 0 3 1 1 1 1 2 2 1 24
平成25年度 2 0 5 5 0 3 1 1 1 1 2 2 1 24
平成26年度 2 0 6 5 0 2 1 1 1 1 2 2 1 24
平成27年度 2 0 5 6 0 2 1 1 1 0 2 1 1 22
平成28年度 2 0 5 6 0 2 1 1 1 0 2 1 1 22
平成29年度 2 0 4 8 0 1 1 1 1 0 2 2 0 22
平成30年度 2 0 4 9 0 0 1 1 1 0 2 2 0 22
令和元年度 2 0 4 9 0 0 1 1 1 0 2 2 0 22
令和2年度 2 0 4 9 0 0 1 1 1 0 2 2 0 22
令和3年度 2 0 4 9 0 0 1 1 1 0 2 2 0 22
令和4年度 2 0 4 8 0 0 1 1 1 0 3 2 0 22

令和5年度 2 0 4 8 0 0 1 1 1 0 3 2 0 22

ごみ

車両
合計

バキューム車 パッカー車

し尿

軽油 LPGLPG CNG軽油 LPG
軽油

キャブオーバー

CNG 軽油 LPGガソリン

ダンプ
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３　組織（R5.4.1現在）

○機構

○リサイクルプラザ事務分掌

(1) 廃棄物の処理計画に関すること。

(2) 廃棄物の連絡調整に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理業の許可に関すること。

(4) 産業廃棄物の処理に伴う県との連絡調整に関すること。

(5) ごみの減量化及び資源化の推進に関すること。

(6) リサイクルプラザの維持管理に関すること。

(7) 廃棄物の再利用品の展示及び提供に関すること。

(8) リサイクル等の普及及び啓発に関すること。

(9) 清掃衛生事業の推進及び調整に関すること。

(10) 廃棄物作業の安全管理に関すること。

(11) 廃棄物の処理手数料に関すること。

(12) 廃棄物の収集運搬及び処分に関すること。

(13) 塵芥車両等の維持管理に関すること。

(14) 高座清掃施設組合との連絡調整に関すること。

リサイクルプラザ 資源循環担当

管理担当

市民環境部

生涯学習課

市民活動推進課

環境保全課

市民課
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４　予算・決算

清掃費関係当初予算

（歳入） （単位：千円）

令和5年度 令和4年度

15　使用料及び手数料

1　使用料

3　衛生使用料

1 リサイクルプラザ使用料 96 96 2 清掃使用料 216 216

2 行政財産使用料 120 120

2　手数料

2　衛生手数料

1 廃棄物取扱手数料 19,679 18,792 2 清掃手数料 22,537 21,428

2 し尿処理手数料 2,208 2,123

3 汚水処理手数料 435 508

4 廃棄物取扱許可申請手数料 215 5

22　諸収入

5　雑入

1　雑入

3 資源回収売払代 20,020 10,237 3 衛生費雑入 20,571 10,713

4 再生品売払収入 409 340

5 リサイクルプラザ雑入 142 136

23　市債

1　市債

1　衛生債

1 清掃車両購入事業債 0 0

説明 令和5年度款 項 目 令和4年度
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（歳出） （単位：千円）

令和5年度 令和4年度

4　衛生費

2　清掃費

1　清掃総務費

1 清掃管理経費 42,451 20,656 1 報酬 3,696 3,434

2 高座清掃施設組合負担金 734,287 747,146 2 給料 126,058 144,780

1 職員給与費 236,198 276,973 3 職員手当等 83,786 96,331

2 会計年度任用職員給与費 15,695 14,355 4 共済費 38,273 46,723

8 旅費 95 80

10 需用費 1,426 919

11 役務費 191 174

12 委託料 30,634 14,710

13 使用料及び賃借料 4,752 4,800

18 負担金補助及び交付金 739,720 747,179

2　塵芥処理費

1 塵芥処理管理経費 723 711 10 需用費 15,643 24,052

2 塵芥車両管理経費 28,749 15,886 11 役務費 551 1,353

3 塵芥減量化推進経費 338,005 306,495 12 委託料 339,135 297,491

4 資源回収助成事業費 26,616 27,443 13 使用料及び賃借料 238 238

1 動物死体取扱事業費 1,563 1,963 17 備品購入費 12,972 1,434

18 負担金補助及び交付金 26,616 27,443

26 公課費 501 487

3　し尿処理費

1 し尿処理管理経費 341 320 10 需用費 1,629 1,476

2 し尿車両管理経費 1,425 1,293 11 役務費 87 87

26 公課費 50 50

4　リサイクルプラザ費

1 リサイクルプラザ維持管理経費 18,215 15,236 10 需用費 10,763 7,557

2 リサイクルプラザ運営経費 164 328 11 役務費 1,186 972

12 委託料 6,290 6,539

13 使用料及び賃借料 1,302 184

14 工事請負費 0 300

15 原材料費 8 8

26 公課費 0 4

項 目 説明 令和5年度 令和4年度款
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令和5年度清掃費関係決算

（歳入） （単位：円）

調定額 収入済額

15　使用料及び手数料

1　使用料

3　衛生使用料

1 リサイクルプラザ使用料 23,900 2 清掃使用料 163,936 163,936

2 行政財産使用料 140,036

2　手数料

2　衛生手数料

1 廃棄物取扱手数料 16,967,700 2 清掃手数料 19,620,540 19,609,940

2 し尿処理手数料 2,126,040

3 汚水処理手数料 315,000

4 廃棄物取扱許可申請手数料 216,000

5 諸証明手数料 1,800

22　諸収入

5　雑入

1　雑入

3 資源回収売払代 21,570,807 3 衛生費雑入 22,435,925 22,435,925

4 再生品売払収入 735,559

5 リサイクルプラザ雑入 129,559

（歳出） （単位：円）

説明 金額款 項 目
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（歳出） （単位：円）

予算現額 支出済額

4　衛生費

2　清掃費

1　清掃総務費

1 清掃管理経費 31,735,843 1 報酬 5,253,000 5,252,976

2 高座清掃施設組合負担金 734,287,000 2 給料 122,384,000 122,348,968

1 職員給与費 224,681,507 3 職員手当等 83,127,000 80,598,947

2 会計年度任用職員給与費 19,688,766 4 共済費 38,273,000 36,103,302

8 旅費 95,000 79,030

10 需用費 1,547,000 1,542,194

11 役務費 432,000 393,218

12 委託料 25,705,000 24,143,481

17 備品購入費 4,752,000 4,752,000

18 負担金補助及び交付金 739,720,000 735,179,000

2　塵芥処理費

1 塵芥処理管理経費 721,160 10 需用費 20,276,000 20,268,336

2 塵芥車両管理経費 31,323,749 11 役務費 551,000 487,593

3 塵芥減量化推進経費 291,347,955 12 委託料 337,987,000 292,381,215

4 資源回収助成事業費 27,763,750 13 使用料及び賃借料 238,000 237,600

1 動物死体取扱事業費 1,462,780 17 備品購入費 12,472,000 11,000,000

18 負担金補助及び交付金 27,764,000 27,763,750

26 公課費 501,000 480,900

3　し尿処理費

1 し尿処理管理経費 341,000 10 需用費 2,063,000 1,915,414

2 し尿車両管理経費 1,859,000 11 役務費 87,000 85,740

26 公課費 50,000 49,200

4　リサイクルプラザ費

1 リサイクルプラザ維持管理経費 15,215,000 10 需用費 10,763,000 7,621,999

2 リサイクルプラザ運営経費 164,000 11 役務費 1,186,000 1,034,724

12 委託料 6,290,000 6,289,108

13 使用料及び賃借料 1,320,000 90,688

15 原材料費 8,000 7,920

説明 金額款 項 目
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５　廃棄物処理事業

現　　　況　

（単位： t ・ ％）

可  燃 資 源 化 物 直  接

ご  み 資源化分別 粗大ごみ等 集団回収 小  計 搬  入

R5.4 1,047.39 390.88 0.97 0 391.85 29.74 16.44 1.45 0.35 298.84 0.00 1,786.06

5 1,190.15 465.53 1.03 0 466.56 33.73 19.49 1.75 0.36 336.20 5.25 2,053.49

6 1,083.20 452.46 1.05 0 453.51 20.45 15.32 1.62 0.39 325.55 2.12 1,902.16

7 1,045.79 425.11 1.27 0 426.38 20.30 14.46 1.53 0.30 323.34 1.95 1,834.05

8 1,100.86 439.40 0.92 0 440.32 20.12 14.02 1.75 0.33 326.65 0.00 1,904.05

9 997.65 404.08 1.17 0 405.25 18.42 17.16 1.58 0.30 323.79 28.24 1,792.39

10 1,058.68 436.38 0.95 0 437.33 22.84 16.99 1.91 0.38 326.86 0.00 1,864.99

11 999.75 431.72 0.99 0 432.71 29.83 16.06 1.84 0.36 317.52 0.00 1,798.07

12 1,078.72 431.21 1.01 0 432.22 25.01 18.56 2.03 0.44 325.53 10.36 1,892.87

R6.1 1,039.19 431.22 1.08 0 432.30 22.29 18.11 2.29 0.44 315.99 0.00 1,830.61

2 888.49 345.03 0.99 0 346.02 21.70 15.04 1.53 0.28 300.94 0.00 1,574.00

3 925.02 378.03 1.03 0 379.06 21.20 15.98 1.56 0.25 314.43 0.00 1,657.50

計 12,454.89 5,031.05 12.46 0 5,043.51 285.63 197.63 20.84 4.18 3,835.64 47.92 21,890.24

増　減 △ 788.38 83.76 △ 0.12 0 83.63 △ 154.84 △ 16.71 △ 1.41 △ 0.20 114.35 34 △ 729.30

伸び率 △ 5.95 1.69 △ 0.95 　 - 1.69 △ 35.15 △ 7.80 △ 6.34 △ 4.57 3.07 250.81 △ 3.22

4年度 13,243.27 4,947.29 12.58 0.00 4,959.88 440.47 214.34 22.25 4.38 3,721.29 13.66 22,619.54

増　減 △ 482 △ 334 1 0 △ 333 △ 23 △ 35 △ 1 0 △ 92 △ 81 △ 1,044

伸び率 △ 4.79 △ 6.32 5 　 - △ 6.3 △ 4.9 △ 13.92 △ 3.26 10 △ 2.4 △ 85.62 △ 4.41

3年度 13,725.00 5,281.00 12.00 0.00 5,293.00 463.00 249.00 23.00 4.00 3,813.00 95.00 23,664.00

粗  大 無価物 乾電池 蛍光灯 事業系 合    計

　家庭からのごみ収集については、可燃ごみは、市内を3つの地区に分け、月・木、
火・金、水・土でそれぞれ週2回、資源物・無価物及びプラスチックは、自治会をベー
スとした8地区毎に週1回収集所方式により行っています。資源物・無価物はリサイク
ルプラザに直接搬入することもできます。（平成21年4月より、可燃ごみ減量化事業を
市内全域で実施）

　また、粗大ごみについては申し込みによる戸別収集とリサイクルプラザに直接搬入
する方法で収集を行っています。

　ごみの収集は、パッカー車13台、ダンプ車2台、トラック車2台、軽ダンプ車3台で行
い、資源物以外は、海老名市にある高座清掃施設組合（海老名市、座間市、綾瀬市の
三市による一部事務組合）へ搬入し、処理しています。なお、一部を除き資源物は業
者委託により、収集処理しています。

　このような中、令和5年度のごみの排出状況は次表のとおりで、市民一人当たり約
60.7kgとなっています。

表１　令和5年度月別排出量

　区分

月
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表 2　ごみの総排出量及び資源化量　　　
(単位：ｔ・％)

平成12年度

当該年度 当該年度 前年度比較 伸び率 当該年度 前年度比較 伸び率 当該年度 前年度比較 伸び率 当該年度 前年度比較 伸び率 当該年度 前年度比較 伸び率

総排出量 28,631 24,590 525 2.18% 24,313 △277 △1.13% 23,665 △648 △2.67% 22,619 △1,046 △4.42% 21,890 △729 △3.22%

家庭系 25,400 19,990 643 3.32% 20,641 651 3.26% 19,852 △789 △3.82% 18,898 △954 △4.81% 18,054 △844 △4.47%

焼却･
埋立･
解体

19,308 15,031 686 4.78% 15,225 194 1.29% 14,559 △666 △4.37% 13,939 △620 △4.26% 13,011 △928 △6.66%

資源物 6,092 4,959 △43 △0.86% 5,416 457 9.22% 5,293 △123 △2.27% 4,959 △334 △6.31% 5,043 84 1.69%

事業系 3,231 4,600 △118 △2.50% 3,672 △928 △20.17% 3,813 141 3.84% 3,721 △92 △2.41% 3,836 115 3.09%

資源化率 24.0% 24.9% － △1.00% 26.2% － 1.30% 26.8% － 0.60% 26.3% － △0.50% 28.0% － 1.70%

※平成１２年度は、一般廃棄物処理基本計画上の基準年度。

令和5年度

図 2　年間の一人当たりごみ排出量及び資源化量の推移（単位：kg）

区分
令和2年度 令和3年度 令和4年度令和元年度

236 244 237 227
217
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令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

年間一人当たりごみ排出量（kg） 年間一人当たり資源化量（kg）
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年　　度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

処理費用（千円） 910,438 654,860 801,053 809,163 816,886

ごみ１t当たり（円） 37,000 26,900 33,800 35,700 37,300

市民一人当たり（円） 10,800 7,700 9,500 9,700 9,800

※　処理費用とは、人件費・収集運搬費・車両等購入費・委託費・組合分担金・その他費用です。

※　市民一人当たりの費用は、各年度末現在の人口により算出したものです。

表 3　ごみ処理費用の推移　

図 3　ごみの構成比（令和5年度）

家庭系

82.3%

事業系

17.7%

事業系、家庭系の構成

可燃ごみ

69.5％

資源物

26.8%

粗大ごみ

2.3％

無価物

1.3％ 乾電池

0.1%

家庭系ごみの構成
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リサイクル事業

①　はじめに

②　資源化分別収集について

③　資源化分別収集による助成金制度（表 5）

④　集団資源回収について（表6、令和5年度実績なし）

⑤　生ごみ処理容器購入補助制度について（表7）

⑥　リサイクル事業の成果（表1、表2、図2）

⑦　草木類の資源化について

　市では令和4年7月から、市内ごみ収集所へ出された草木類を資源化する
取り組みを行っています。従来、可燃ごみと一緒に回収し焼却していた草
木類を可燃ごみとは別の車で回収する収集方法をとることにより、草木等
を資源化することができました。令和5年度回収実績は、331tです。

　私たちの生活が豊かになればなるほど、新しい物がはん濫し多くの物を
使い捨て、物に対する愛着や価値観が薄れて、それはやがてごみとして扱
われることになります。
　このように、安易に廃棄されると資源はいくらあっても足りず、まして
地球上の資源は無限ではなく、世界的に資源の再生利用（リサイクル）が
叫ばれている今日、ほとんどの資源を輸入に頼らざるを得ない我が国に
とってはなおのこと、『物を大切にしようとする気持』 と 『資源を再生
利用する認識』を持ち、省資源・省エネルギーを心掛ける必要がありま
す。

　昭和59年から一部自治会をモデル地区として開始し、その後、徐々に拡
大し、昭和63年1月に市内全部の自治会で資源化分別収集が始まりました。
　その回数を概ね3週間に1回、平成18年度からは毎週とし、自治会の地区
を単位として、朝7時から8時30分の間に、市民自ら分別し、平成18年度か
らは16分別で排出しています。平成20年7月より、中村地区を対象に可燃ご
み減量化モデル事業（剪定枝・廃食用油・きれいなプラスチック製品・資
源となる紙を分別）を実施し、平成21年4月から市内全域に拡大しました
（19分別で排出）。

　自治会での資源化分別収集のほかに、集団資源回収があります。全国各
地で地域の実情にあった各種の方法で行われていますが、本市ではPTA・子
供会などの各種団体が実施しています。 また、回収量に応じ助成金を交付
しています。

　市民が分別した資源物は、市及びリサイクル協同組合が回収を行い、綾
瀬市資源回収事業実施要綱に基づき資源物の回収量に応じた助成金を市よ
り自治会に交付しています。

　令和5年度中に自治会及び各種団体が行ったリサイクル活動の結果、資源
物の排出量は約5,043t、資源化率は28.0%、市民一人当たりの資源物の年間
排出量は約60.7㎏となります。

　市ではごみ減量化対策の一環として、生ごみ処理容器を購入された方
に、購入金額（消費税を除く）の10分の9相当額（1世帯当たり上限額5万円
まで）を補助しています。（市長が特に必要と認めた場合を除き、補助金
交付後5年以内の申請不可）
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①　現状・対策

②　課　　題

動物死体処理

　 5年 6年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
処理件数 20 26 50 45 23 19 40 27 39 33 26 32 380
不明 4 6 6 1 1 3 1 2 4 5 6 1 40

計 24 32 56 46 24 22 41 29 43 38 32 33 420

表 4　令和5年度　処理状況 （単位：件）

不法投棄（環境保全課）

　月

空地や山林には、建設廃材・家庭ごみ・電化製品等の不法投棄が依然後を絶たない状
況にあります。市では県合同による定期的なパトロールを実施し、投棄者の発見及び
防止に努めております。また、投棄される場所については投棄防止看板の配付をして
います。
　なお、土地所有者は、不法投棄を未然に防止するため、土地を清潔に保つ、柵を設
置するなどの対策を講じることが望まれます。

　不法投棄は犯罪であり、本来は投棄者が自ら処分するべきものです。しかし、投棄
者の特定が難しく、放置されていると新たな不法投棄を誘発する原因にもなりますの
で、投棄された土地の管理者が不法投棄物の処分を行っていることが現状です。
　不法投棄問題の原点は一人ひとりのモラルによるものですが、現在投棄されている
ものを一掃するとともに、投棄できない、投棄させない環境づくりをさらに推し進め
ていくことが必要となっています。

　犬猫等の動物死体処理については、民間会社ヘ業務委託し、衛生的な処理を行って
います。
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1 令和５年５月２８日（日）

市内全域

2 市民

3 自治会等

4 可燃ごみ　11,035kg

草回収量　 8,220㎏

資源         200㎏

1 美化標語

2 美化運動推進功労者

実施日及び

　地域美化清掃や花の植栽などの美化活動を５年以上に渡り継続して実践し他の
模範となる個人や団体を表彰します。
　1個人1団体の方が受賞されました。

場所

参加者

参加団体

令和５年度美化標語・美化運動推進功労者表彰

美化運動（環境保全課）

　毎年５月に市内統一の「美化キャンペーン」を実施し、全自治会等の協力のもと、
市内全地区を対象に清掃作業を行っています。
　また、市内在住の小中学生を対象に、美化標語及び美化ポスターの募集・表彰を行
うほか、自らの意思によって環境美化にかかわる活動を継続して実践している方の表
彰を行うことで、美化に対する意識の向上を図っています。

ごみ回収量

　美化運動の啓発活動の一環として、市内在住小中学生からごみのないきれいな
街をつくるための標語を募集しました。
　357点の応募があり、8点が入賞しました。

令和５年度美化キャンペーン実施結果
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表 5 5

自治会

区分

アルミ 回 収 量 13,570 17,310 10,950 7,860 14,390 9,120 8,780 6,600 10,760 13,050 9,770 5,970 6,150 24,690 5,590 164,560

スチールカン 回 収 量 8,140 9,070 5,180 7,980 8,000 5,230 5,780 3,380 6,210 7,780 6,110 4,750 3,510 12,870 4,580 98,570

小型家電
金属類

回 収 量 31,140 28,020 22,080 21,290 32,980 14,900 14,460 17,380 13,220 20,670 24,890 14,300 14,680 57,290 10 327,310

ダンボール 回 収 量 43,280 64,740 38,130 21,260 47,760 32,740 38,690 28,230 43,620 53,030 42,450 16,870 27,240 74,930 39,900 612,870

新 聞 紙 回 収 量 7,230 8,840 5,920 6,000 8,000 4,250 5,850 3,770 6,730 6,410 8,520 3,790 5,060 12,170 4,660 97,200

雑    誌 回 収 量 33,630 29,340 17,590 21,760 31,860 19,090 25,130 16,440 25,570 29,750 29,730 7,630 22,460 53,590 77,150 440,720

資源と
なる紙

回 収 量 39,640 51,060 29,040 25,630 44,370 25,020 26,270 27,040 36,760 48,120 37,790 22,230 31,750 78,820 8,040 531,580

古 繊 維 回 収 量 27,430 32,670 19,310 25,670 28,830 17,150 19,480 13,180 23,020 24,390 22,830 8,970 13,550 46,750 78,040 401,270

牛乳パック 回 収 量 4,490 6,120 2,620 1,680 5,850 4,490 2,380 2,270 5,330 5,960 3,010 2,080 2,690 7,510 0 56,480

生 ビ ン 回 収 量 390 1,280 1,140 850 570 420 0 1,170 900 520 690 1,000 1,600 2,180 0 12,710

雑 ビ ン 回 収 量 38,020 42,580 27,320 19,810 42,990 26,680 30,120 18,710 30,590 36,240 31,920 16,180 20,160 64,830 16,880 463,030

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 回 収 量 23,730 33,560 21,110 12,240 24,970 17,990 18,550 12,190 22,590 23,100 20,220 11,500 12,220 41,270 2,250 297,490

プラスチッ
ク

回 収 量 78,930 88,890 70,090 40,810 88,980 51,130 59,170 46,130 60,350 70,170 67,520 36,760 43,650 155,030 68,620 1,026,230

廃食用油 回 収 量 3,180 2,440 1,660 750 1,730 1,710 1,710 1,215 1,225 1,790 1,775 1,025 1,130 3,430 0 24,770

回 収 量 352,800 415,920 272,140 213,590 381,280 229,920 256,370 197,705 286,875 340,980 307,225 153,055 205,850 635,360 305,720 4,554,790

助成金額 1,764,000 2,079,600 1,360,700 1,067,950 1,906,400 1,149,600 1,281,850 988,525 1,434,375 1,704,900 1,536,125 765,275 1,029,250 3,176,800 0 21,245,350

プラザ上 土 棚綾  西吉  岡

令和5年度資源化分別収集実績表

（ 単位: 量＝kg， 金額＝円 )

2
0

合    計

品    目 大  上 寺尾南蓼  川 早  川寺尾綾北 寺尾北落  合 合  計上 深 谷中  村 寺尾天台 小  園



加工・再生品

①　アルミ アルミ缶、アルミ製品

②　スチール スチール缶、鉄製品

③　スプレー缶 スチール缶、建築用材等の鉄製品

④　小型家電・金属
類

建築用材等の鉄製品

⑤　生きびん びん類として再利用

⑥　透明のびん びん類、ガラス製品、工業用品

⑦　茶のびん びん類、ガラス製品、工業用品

⑧　その他のびん
㈶日本容器包装
リサイクル協会

びん類、ガラス製品、工業用品

⑨　新聞紙 新聞紙、週刊誌

⑩　ダンボール ダンボール

⑪　雑誌 チラシ、菓子箱

⑫　資源となる紙 ちり紙、菓子箱

⑬　牛乳パック トイレットペーパー

布
類

⑭　布類 委託業者 問屋 工業用ウエス、ぬいぐるみ

油 ⑮　廃食用油 市 問屋 インク

⑯　蛍光灯 アルミ、ガラス、水銀等の製品

⑰　乾電池 亜鉛、鉄、マンガン、水銀等の製品

ペ

ッ
ト

⑱　ペットボトル
ペットボトル
回収業者

ペットボトル

⑲　プラスチック（容
器包装プラスチック）

㈶日本容器包装リ
サイクル協会

コークス炉の還元剤

　プラスチック（きれ
いなプラスチック）

問屋 再生固形燃料

水
銀
含
有
材

市
高座クリーンセン

ター

委託業者
プ
ラ

び
ん
類

委託業者

問屋

紙
類

委託業者 問屋

資源物の行方
分類　分別品目 回収者 引き渡し先

鉄
類

委託業者 問屋



令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

子供会 0 0 0 0 0

PTA 1 0 1 0 0

その他 12 11 0 0 0

回収量 単位：kg 378 181 19 0 0

売払金 単位：円 16,329 900 836 0 0

助成金 単位：円 1,890 902 95 0 0

（単位：円）
年     度 区  分 コンポスト 微生物 電気式 合   計

基 数 1 基 1 基 37 基 39 基
補 助 額 10,500 円 3,000 円 1,425,900 円 1,439,400 円
基 数 14 基 3 基 63 基 80 基
補 助 額 60,100 円 41,600 円 2,265,200 円 2,366,900 円
基 数 2 基 6 基 106 基 114 基
補 助 額 22,800 円 139,800 円 3,871,900 円 4,034,500 円
基 数 6 基 1 基 58 基 65 基
補 助 額 67,100 円 25,200 円 2,314,900 円 2,407,200 円
基 数 3 基 0 基 154 基 157 基
補 助 額 31,200 円 0 円 6,487,200 円 6,518,400 円

・平成4から6年度は、1基3,000円の定額補助。1世帯年間2基まで。 容器の有効容量が130リットル以上のもの。

・平成7から8年度は、1基につき本体購入金額の2分の1補助で、限度額4,000円。　1世帯年間2基までで、

　コンポスト型以外のものも対象。

・平成9年度から、1基につき本体購入金額の2分の1補助で、一人当たり年間限度額8,000円。

・平成12年度から、1基につき本体購入金額の2分の1補助で、一人当たり年間限度額30,000円。

・平成19年度から、1基につき本体購入金額の3分の2補助で、1世帯当たり補助限度額40,000円。

　（市長が特に必要と認めた場合を除き、補助金交付後5年以内の申請不可）

・平成23年度から、1基につき本体購入金額の10分の9補助で、1世帯当たり補助限度額50,000円。

　（市長が特に必要と認めた場合を除き、補助金交付後5年以内の申請不可）

・平成29年度から、市内において事業を営む、小規模企業者（中小企業基本法第2条第5項）も対象。

表 6　令和5年度集団資源回収実績表

令和4年度

令和5年度

（単位：量＝kg、金額＝円）

実施団体数
 (延べ団体

数）

表 7　生ごみ処理容器補助実績

令和2年度

令和3年度

令和元年度
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６　一般廃棄物処理業者

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

収集運搬業 40 社 40 社 40 社 37 社 36 社

処分業 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社

浄化槽汚泥 収集運搬業 1 社 1 社 1 社 1 社 1 社

235 台 236 台 241 台 243 台 240 台

各年度3月31日現在

車両数

ご み

※1　綾瀬市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託料を支払ってごみの収集を依頼す
る方法

　一般の家庭ごみと区別して、事業活動に伴って出されるごみを「事業系ごみ」と
いいます。その処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「綾
瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」により、事業者自らの責
任（事業者責任）において、自己処理（適正処理※1）をしなければならないことに
なっています。
　この処理に必要な一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可を市で行っていま
す。

区　分

 表8　一般廃棄物処理業の許可件数一覧表
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７　し尿処理事業

現　況

表9　し尿処理別世帯及び人口の推移

年度 区　分 行政区域 汲み取り 浄化槽 下水道

令和元年度 世帯（戸） 34,779 165 1,798 32,816
人口（人） 84,411 616 4,149 79,646
比率（％） 100.0 0.5 5.2 94.3

令和２年度 世帯（戸） 35,330 155 1,864 33,311
人口（人） 83,956 283 4,515 79,158
比率（％） 100.0 0.5 5.3 94.2

令和３年度 世帯（戸） 34,852 148 1,483 33,221
人口（人） 83,478 253 3,653 79,572
比率（％） 100.0 0.4 4.4 95.2

令和4年度 世帯（戸） 35,010 135 1,434 33,441
人口（人） 83,210 254 3,475 79,481
比率（％） 100.0 0.4 4.1 95.5

令和5年度 世帯（戸） 35,435 118 1,974 33,343
人口（人） 83,100 227 4,679 78,194
比率（％） 100.0 0.3 5.6 94.1

※比率は、世帯構成比

※浄化槽については、世帯・人口ともに全体の戸（人）数から、
汲み取り及び下水道の戸（人）数を差引いた推計値

　令和5年度における生し尿及び家庭雑排水の収集体制は、市内を１車両3名の
職員により収集を行っています。運搬については、各車両が収集した生し尿を
直接高座清掃施設組合に搬入し、家庭雑排水については、リサイクルプラザ敷
地内にある施設により処理を行っています。
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※（　）内は、登録数

図 4　汲み取り総数内訳

【し尿】

し尿
一般世帯 32.2% 118 件

【汚水】 事業所等 67.0% 246 件

0 0.0%  件
公共施設 0.8% 3 件

#### 定額世帯 85.6% 101 件

従量世帯 14.4% 17 件

汚水
一般世帯 92.9% 39 件
事業所等 7.1% 3 件

アパート 0.0%  件

図 5　構成比（令和5年度）

（令和6年4月1日現在）

事業所等 3 社

(36)

アパート 0 世帯

(6)

計 42 (232)

(274)

公共施設 3 件

総汲み取り数（汚水） 一般世帯 39 世帯

事業所等 246 社

総汲み取り数（し尿） 一般世帯 定額世帯 101 世帯

計 367 118 世帯 従量世帯 17 世帯

一般世帯

32.2%

事業所等

67.0%

公共施設

0.8%

汲み取り内訳

定額世帯

85.6%

従量世帯

14.4%

一般世帯の構成

一般世帯

92.9%

事業所等

7.1%

汲み取り内訳
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図 6　生し尿、浄化槽汚泥処理量経年推移（単位：kl）

図 7　汚水処理経年推移（単位：件、kl）
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８　高座清掃施設組合

名　　　称　高座清掃施設組合・高座クリーンセンター

所　在　地　海老名市本郷1番地の1

構　成　市　海老名市、座間市、綾瀬市

設立年月日　昭和38年12月28日

表 10　ごみ処理施設概要

施設名

処理対象

処理能力

処理方式

竣工年月

表 11　し尿・浄化槽汚泥処理施設概要

施設名 水 処 理 施 設

処理能力 48ｋｌ／日

処理方法
固 液 分 離
希 釈 後 下 水 道 放 流

竣工年月 平成26年3月

平成31年3月

可燃ごみ、可燃残さ、汚泥、し渣 不燃ごみ、粗大ごみ、蛍光管、乾電池

高効率ごみ発電施設 マテリアルリサイクル施設

122.5ｔ/日×2炉 14ｔ/5ｈ

ストーカ炉＋灰資源化方式 破砕方式

平成31年3月
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９　リサイクルプラザ
（1）施設案内
所在地　　　神奈川県綾瀬市吉岡1643番地1            敷地面積　　5,050.67㎡
建物の概要　（構　　造）本　棟：鉄骨造2階建て （延床面積）本　棟：1,936.18㎡

　　　　　　　　　　　　車庫棟：鉄骨造平屋建て                  1階：964.56㎡

　　　　　　（建築面積）本　棟：1,443.47㎡                  2階：914.56㎡

　　　　　　　　　　　　車庫棟：　869.46㎡                 塔屋： 57.06㎡

　　　　　車庫棟Ⅰ：　369.90㎡

　　　　　車庫棟Ⅱ：　499.56㎡

<情報コーナー>

<市民工房室>

<展示ホール>

<研修室>

<修理再生工房>

<粗大ごみ、資源物搬入場所>
　一般家庭で不用となった粗大ごみ、資源物、無価物を直接持ち込む場所です。
　受付時間：火～土曜日 9:00～12:00 13:00～16:00
※ 住所を確認できるもの(免許証等)をご持参ください。

***  注意事項  ***
１　粗大ごみ直接搬入手数料は1個（セット）300円です。
２　事業者･事業系のごみは持ち込めません。
３　ご本人が直接持ち込みしてください。
　(ご家族以外の方が持込む場合は事前にご連絡をお願いします。)
４　最大積載量2ｔを超える車及び営業ナンバーでの来場はできません。

 綾瀬市では資源のリサイクルやごみの減量化の取り組み
をさらに進め『資源循環型社会』の構築を目指していま
す。
　リサイクルプラザは、平成12年7月に開設し、家庭から
出された家具の再生やリサイクル情報の提供など、リサ
イクルについて考える場として、また、みなさんがリサ
イクル活動を通して気軽に集える施設として、多くの方
が利用されています。

　作業台が４台配置され、夏休み親子リサイクル教室なども行われて
います。

　家庭で不用となりごみとして出された家具類で、再利用できるもの
を清掃・補修し、展示するコーナーです。また、定期的に「ツカエル
フェア」を開催し、安価で提供しています。

※　市民工房室・展示ホール・研修室の施設については、事前の申し込みで、市民の皆さんが使用する
ことができます。使用料金は1時間200円です。使用は1時間単位で準備から後片付けの時間も含みます。
（団体によっては、使用料が減額される場合があります）

　壊れたら捨てるのではなく、修理して繰り返して使い、物を大切に
する意識を啓発する事業として利用しています。

　リサイクルや３Ｒに関する図書や各種の環境情報を提供するコー
ナーです。また、家庭で不用となった品物、必要な品物を情報板に掲
載することにより、不用品の有効利用を図っています。

　プロジェクターなどの視聴覚機器を活用し、40人が一緒に学べま
す。
　３Ｒなどに関する学習の場として利用できます。
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（2）施設利用状況

研修 施設見学 自主活動 会議 その他 総計

団体 0

人数 0

団体 0

人数 0

団体 5 2 7

人数 1,342 132 1,474

団体 1 1 2

人数 12 14 26

団体 0 1 5 2 1 9

人数 0 12 1,342 132 14 1,500

※利用者区分の『その他』は、綾瀬市及び官公庁です。

ツカエルフェア開催状況

件数 家具類 食器類 総売上

509 件 201 件 308 件 96,020 円

543 件 169 件 374 件 85,520 円

447 件 172 件 275 件 82,740 円

409 件 126 件 283 件 66,780 円

その他

自治会

学校

合計

開催日

一般

令和5年9月10日～
令和5年9月24日

令和5年12月3日～
令和5年12月17日

令和5年度利用者区分別集計（R5.4～R6.3）     　(単位:団体、人)※延べ数で集計 

利用者区分

令和6年2月11日～
令和6年2月25日

令和5年5月28日～
令和5年6月11日
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